労働災害が発生したとき
労災保険とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族に、必要な保険給付を行う制度のことです。
また、労災保険においては保険給付のほかに、労働福祉事業というものがあります。（社会復帰促進等事業）
　労働者が労働災害により負傷した場合などには、病院来院時、労災扱いとし、療養（保障）給付の手続が必要になります。（業務労災　様式５号、通勤労災　様式１６号の３）

休業補償給付などの労災保険給付の請求については、労災にあった者（若しくは、遺族）が請求人となり、労働基準監督署へ届け出が必要です。（使用者の証明、医者の証明が必要。但し、退職後に関しては使用者の証明を省略可能なものもある。）
適用を受ける

· 雇用関係が成立している者

· 雇用届未提出の場合は、みなしで可能

· 下請工事の場合は、元請会社の労働保険が適用
· 一人親方の労災は、特別加入の場合のみ適用（労働局の認可以降）

· じん肺労災は、会社退職後も適用

労災給付の種類

療養の給付　　　　　　　　病院、薬、はり・きゅう、移送費（病院等への通院費、要件有）、装具等
休業の給付　　　　　　　　傷病の療養の為、労働出来ず、賃金が受け取れない場合
障害の給付　　　　　　　　労災によって障害が残った場合で、程度に応じ給付（一時金、年金）
遺族への給付　　　　　　 労災によって死亡した場合の遺族に対する給付
葬祭の給付　　　　　　　　労災によって死亡した際の、葬祭費の給付

傷病の給付　　　　　　　　労災によって傷病が残った場合で、程度に応じ支給（一時金、年金）
介護給付　　　　　　　　　 障害・傷病年金受給者の内、要件を満たし介護を受けている場合の給付
二次診断等給付　　　　　事業主が行う健康診断の結果で各要件に該当した場合の二次診断の費用の給付
★「労災隠し」は犯罪です！★
ここでいう労災隠しとは労災を隠す事の他、「故意に労働者死傷病報告を提出しないこと」又は「虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出すること」をいい、このような労災隠しは適正な労災保険給付に悪影響を与えるばかりでなく、労働災害の被災者に犠牲を強いて自己の利益を優先する行為で、労働安全衛生法第１００条に違反し又は同法第１２０条第５号に該当することとなります。
※死傷病報告とは、労災によっての休業者がいる場合に使用者が労働基準監督署へ提出する書類
　
